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(57)【要約】
【課題】穿刺針による関心部位への穿刺を容易に行うこ
とができる超音波観測装置、超音波内視鏡、超音波診断
システム、超音波観測装置の作動方法および超音波観測
装置の作動プログラムを提供すること。
【解決手段】本発明に係る超音波観測装置は、観測対象
へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受
信するとともに、穿刺針を挿通して先端から突出可能で
あり、所定の軸方向に対して起上して穿刺針の突出方向
を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡に接続可能な
超音波観測装置であって、超音波内視鏡が受信した超音
波信号に基づく超音波画像内の関心部位における穿刺針
の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部と、穿刺位置検出
部が検出した穿刺位置と、超音波画像における穿刺針の
突出位置とに基づいて規制部材による穿刺針の突出方向
を制御する規制部材制御部と、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺
針を挿通して先端から突出可能であり、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出
方向を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡に接続可能な超音波観測装置であって、
　前記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記
穿刺針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部と、
　前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前記超音波画像における前記穿刺針の
突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御
部と、
　を備えたことを特徴とする超音波観測装置。
【請求項２】
　前記規制部材制御部は、前記穿刺位置と前記突出位置とに基づいて前記規制部材の起上
角度を算出することを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項３】
　当該超音波観測装置に接続された前記超音波内視鏡を識別する識別部をさらに備え、
　前記規制部材制御部は、前記識別部の識別結果に応じた前記突出位置に基づいて前記穿
刺針の突出方向を制御することを特徴とする請求項１または２に記載の超音波観測装置。
【請求項４】
　前記穿刺位置検出部は、輪郭抽出処理によって前記関心部位を検出することを特徴とす
る請求項１～３のいずれか一つに記載の超音波観測装置。
【請求項５】
　前記超音波画像とともに、前記穿刺位置と前記突出位置との間の距離を、少なくとも前
記超音波画像を表示する表示部に表示させる制御を行う制御部をさらに備えたことを特徴
とする請求項１～４のいずれか一つに記載の超音波観測装置。
【請求項６】
　穿刺針を先端から突出可能な超音波内視鏡であって、
　観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信する超音波振動子と
、
　所定の軸方向に対して起上可能であり、前記穿刺針の突出方向を規制する規制部材と、
　前記超音波振動子が受信した超音波に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿刺
針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部と、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置
と、前記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前記
穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御部と、を備えた超音波観測装置の制御のもと、
前記規制部材を起上させる動作部と、
　を備えたことを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項７】
　観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺
針を挿通して先端から突出可能であり、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出
方向を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡と、
　前記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記
穿刺針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部と、
　前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前記超音波画像における前記穿刺針の
突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御
部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断システム。
【請求項８】
　観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺
針を挿通して先端から突出可能であり、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出
方向を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡に接続可能な超音波観測装置の作動方法で
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あって、
　穿刺位置検出部が、前記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関
心部位における前記穿刺針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部ステップと、
　規制部材制御部が、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前記超音波画像に
おける前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針の突出方向を制
御する規制部材制御ステップと、
　を含むことを特徴とする超音波観測装置の作動方法。
【請求項９】
　観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺
針を挿通して先端から突出可能であり、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出
方向を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡に接続可能な超音波観測装置の作動プログ
ラムであって、
　穿刺位置検出部が、前記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関
心部位における前記穿刺針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部手順と、
　規制部材制御部が、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前記超音波画像に
おける前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針の突出方向を制
御する規制部材制御手順と、
　を前記超音波観測装置に実行させることを特徴とする超音波観測装置の作動プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて観測対象の組織を観測する超音波観測装置、超音波内視鏡、
超音波診断システム、超音波観測装置の作動方法および超音波観測装置の作動プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　観測対象である生体組織または材料の特性を観測するために、超音波を適用することが
ある。具体的には、観測対象に超音波を送信し、その観測対象によって反射された超音波
エコーに対して所定の信号処理を施すことにより、観測対象の特性に関する情報を取得す
る。
【０００３】
　超音波を用いて被検体内の組織を診断する超音波診断システムでは、被検体の関心部位
に穿刺を行うための処置具である穿刺針を用いることがある。穿刺針を使用する場合には
、その針先の位置をリアルタイムで確認しながら関心部位に正確に穿刺することが非常に
重要である。
【０００４】
　従来、穿刺針を関心部位へ正確に穿刺するための技術として、モニタ上で関心部位と針
先とを結ぶ直線を表示し、穿刺針の関心部位への穿刺方向をガイドする技術が開示されて
いる（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２０５７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１が開示する技術では、モニタ上に表示された直線を確認しな
がら術者が穿刺方向を調整しなければならず、所望の位置に穿刺針を穿刺することが困難
な場合があった。
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【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、穿刺針による関心部位への穿刺を容易
に行うことができる超音波観測装置、超音波内視鏡、超音波診断システム、超音波観測装
置の作動方法および超音波観測装置の作動プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る超音波観測装置は、観測
対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺針を挿
通して先端から突出可能であり、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出方向を
規制する規制部材を備えた超音波内視鏡に接続可能な超音波観測装置であって、前記超音
波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿刺針の穿
刺位置を検出する穿刺位置検出部と、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前
記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針
の突出方向を制御する規制部材制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る超音波観測装置は、上記発明において、前記規制部材制御部は、前記穿刺
位置と前記突出位置とに基づいて前記規制部材の起上角度を算出することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る超音波観測装置は、上記発明において、当該超音波観測装置に接続された
前記超音波内視鏡を識別する識別部をさらに備え、前記規制部材制御部は、前記識別部の
識別結果に応じた前記突出位置に基づいて前記穿刺針の突出方向を制御することを特徴と
する。
【００１１】
　本発明に係る超音波観測装置は、上記発明において、前記穿刺位置検出部は、輪郭抽出
処理によって前記関心部位を検出することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る超音波観測装置は、上記発明において、前記超音波画像とともに、前記穿
刺位置と前記突出位置との間の距離を、少なくとも前記超音波画像を表示する表示部に表
示させる制御を行う制御部をさらに備えたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る超音波内視鏡は、穿刺針を先端から突出可能な超音波内視鏡であって、観
測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射された超音波を受信する超音波振動子と、所
定の軸方向に対して起上可能であり、前記穿刺針の突出方向を規制する規制部材と、前記
超音波振動子が受信した超音波に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿刺針の穿
刺位置を検出する穿刺位置検出部と、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位置と、前
記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前記穿刺針
の突出方向を制御する規制部材制御部と、を備えた超音波観測装置の制御のもと、前記規
制部材を起上させる動作部と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る超音波診断システムは、観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で反射さ
れた超音波を受信するとともに、穿刺針を挿通して先端から突出可能であり、所定の軸方
向に対して起上して前記穿刺針の突出方向を規制する規制部材を備えた超音波内視鏡と、
前記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿
刺針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部と、前記穿刺位置検出部が検出した前記穿刺位
置と、前記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制部材による前
記穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る超音波観測装置の作動方法は、観測対象へ超音波を送信し、該観測対象で
反射された超音波を受信するとともに、穿刺針を挿通して先端から突出可能であり、所定
の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出方向を規制する規制部材を備えた超音波内視
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鏡に接続可能な超音波観測装置の作動方法であって、穿刺位置検出部が、前記超音波内視
鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿刺針の穿刺位置
を検出する穿刺位置検出部ステップと、規制部材制御部が、前記穿刺位置検出部が検出し
た前記穿刺位置と、前記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて前記規制
部材による前記穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御ステップと、を含むことを特徴
とする。
【００１６】
　本発明に係る超音波観測装置の作動プログラムは、観測対象へ超音波を送信し、該観測
対象で反射された超音波を受信するとともに、穿刺針を挿通して先端から突出可能であり
、所定の軸方向に対して起上して前記穿刺針の突出方向を規制する規制部材を備えた超音
波内視鏡に接続可能な超音波観測装置の作動プログラムであって、穿刺位置検出部が、前
記超音波内視鏡が受信した超音波信号に基づく超音波画像内の関心部位における前記穿刺
針の穿刺位置を検出する穿刺位置検出部手順と、規制部材制御部が、前記穿刺位置検出部
が検出した前記穿刺位置と、前記超音波画像における前記穿刺針の突出位置とに基づいて
前記規制部材による前記穿刺針の突出方向を制御する規制部材制御手順と、を前記超音波
観測装置に実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、穿刺針による関心部位への穿刺を容易に行うことができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る超音波観測装置を備えた超音波診断システ
ムの構成を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備え
る鉗子台の構成を説明する模式図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備え
る鉗子台の構成を説明する模式図である。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態に係る超音波観測装置を備えた超音波診断システ
ムの構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、本発明の一実施の形態に係る超音波観測装置が行う処理の概要を示すフ
ローチャートである。
【図６】図６は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの角度算出部が行う起
上角度算出処理を説明する模式図である。
【図７】図７は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備え
る鉗子台の駆動系の一例を示す模式図である。
【図８】図８は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備え
る鉗子台の駆動系の一例を示す模式図である。
【図９】図９は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備え
る鉗子台の駆動系の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とい
う）を説明する。
【００２０】
（実施の形態）
　図１は、本発明の一実施の形態に係る超音波観測装置を備えた超音波診断システムの構
成を示す模式図である。同図に示す超音波診断システム１は、観測対象である被検体へ超
音波を送信し、該被検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡２と、超音波内視鏡
２が取得した超音波信号に基づいて超音波画像を生成する超音波観測装置３と、超音波観
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測装置３が生成した超音波画像を表示する表示装置４と、被検体の関心部位に穿刺を行う
ための穿刺針５１を有する処置具５と、を備える。
【００２１】
　超音波内視鏡２は、体内に挿入される細長の挿入部２０と挿入部２０の基端に連設され
た操作部２１と、操作部２１の側部から延出したユニバーサルコード２２と、を具備して
構成されている。
【００２２】
　ここで、ユニバーサルコード２２の基端部には、光源装置（図示せず）に接続されるコ
ネクタ２２が配設されている。コネクタ２２１からは、カメラコントロールユニット（図
示せず）にコネクタ２２２ａを介して接続されるケーブル２２２と、超音波観測装置３に
コネクタ２２３ａを介して着脱自在に接続されるケーブル２２３と、が延出されている。
そして、超音波内視鏡２には、コネクタ２２３ａを介して超音波観測装置３が接続され、
さらに、超音波観測装置３を介して表示装置４が接続されている。
【００２３】
　挿入部２０は、先端側から順に、先端硬質部（以下、「先端部」という）２０１と、先
端部２０１の後端に位置する湾曲部２０２と、湾曲部２０２の後端に位置して操作部２１
に至る細径かつ長尺で可撓性を有する可撓管部２０３と、が連設されて要部が構成されて
いる。
【００２４】
　図２は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備える鉗子
台の構成を説明する模式図である。先端部２０１の先端側には、超音波振動子２３が配設
されている。超音波振動子２３よりも基部側において、先端部２０１には、照明光学系を
構成する照明用レンズと、観察光学系の観察用レンズ（ともに図示せず）と、処置具挿通
路の導出口および吸引口を兼用する先端開口である鉗子口２０１ａと、鉗子口に配設され
、穿刺針５１を保持するとともに、穿刺針５１の突出方向を規制する鉗子台２０１ｂ（規
制部材）と、が設けられている。鉗子台２０１ｂには操作ワイヤが接続され、該操作ワイ
ヤの進退動作によって、処置具挿通路から導出される穿刺針５１の導出角度の調整を行え
るようになっている。
【００２５】
　鉗子台２０１ｂは、軸２０１ｃのまわりに回転自在に設けられる。軸２０１ｃは、先端
部２０１の長手方向と直交する方向に延びる。換言すれば、鉗子台２０１ｂは、先端部２
０１の長手方向に対して起上可能となっている。本実施の形態では、鉗子台２０１ｂの長
手方向（穿刺針５１を突出させる方向）が、先端部２０１の長手方向と平行な位置にある
場合を基本位置とする。なお、図２に示す鉗子台２０１ｂに限らず、穿刺針５１の突出方
向を規制可能な部材、例えば、穿刺針５１を挿通可能なパイプ状の部材などであってもよ
い。
【００２６】
　図３は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が備える鉗子
台の構成を説明する模式図であって、鉗子台２０１ｂが起上した場合を示す図である。な
お、破線Ｐは、図２における基本位置での鉗子台２０１ｂを示している。図３に示すよう
に、鉗子台２０１ｂは、この基本位置から起上する（図３参照）。この際、超音波内視鏡
２は、基本位置における鉗子台２０１ｂの長手軸Ｎ１と、起上した際の鉗子台２０１ｂの
長手軸Ｎ２とがなす傾斜角を制御することにより、鉗子台２０１ｂの起上量を調整する。
【００２７】
　操作部２１には、湾曲部２０を所望の方向に湾曲制御するアングルノブ２１１と、送気
および送水操作を行う送気送水ボタン２１２と、吸引操作を行う吸引ボタン２１３と、体
内に導入する処置具の入口となる処置具挿入口２１４と、が配設されている。
【００２８】
　ここで処置具挿入口２１４は、挿入部２０の内部に設けられた処置具挿通チャンネル（
図示せず）を介して鉗子口に連通されている。この処置具挿入口２１４には、超音波用処
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置具（図示せず）のシースを挿入することが可能となっている。そして、シース内に挿通
された穿刺針５１を鉗子口２０１ａから突出させることにより、超音波振動子２３の観察
視野内に穿刺針５１を進退可能に配置させることが可能となっている。
【００２９】
　図４は、本発明の一実施の形態に係る超音波観測装置を備えた超音波診断システムの構
成を示すブロック図である。超音波内視鏡２は、先端部２０１に、超音波観測装置３から
受信した電気的なパルス信号を超音波パルス（音響パルス）に変換して被検体へ照射する
とともに、被検体で反射された超音波エコーを電圧変化で表現する電気的なエコー信号（
超音波信号）に変換して出力する超音波振動子２３と、鉗子台２０１ｂの起上動作を行う
鉗子台動作部２４と、当該超音波内視鏡２の機種情報（例えば機種ＩＤなど）を記憶する
機種情報記憶部２５と、を有する。
【００３０】
　超音波振動子２３は、コンベックス振動子、リニア振動子およびラジアル振動子のいず
れでも構わない。超音波内視鏡２は、超音波振動子２３をメカ的に走査させるものであっ
てもよいし、超音波振動子２３として複数の素子（素子群２３２）をアレイ状に設け、送
受信にかかわる素子を電子的に切り替えたり、各素子の送受信に遅延をかけたりすること
で、電子的に走査させるものであってもよい。
【００３１】
　鉗子台動作部２４は、例えば、鉗子台２０１ｂを起上させるモータが用いられる。鉗子
台２０１ｂの起上角度は、例えば、モータの回転量により制御する。なお、角度センサを
用いて検出結果に基づいてフィードバック制御を行って鉗子台２０１ｂの起上角度を調整
するものであってもよい。
【００３２】
　超音波内視鏡２は、通常は撮像光学系および撮像素子を有しており、被検体の消化管（
食道、胃、十二指腸、大腸）、または呼吸器（気管・気管支）へ挿入され、消化管、呼吸
器やその周囲臓器（膵臓、胆嚢、胆管、胆道、リンパ節、縦隔臓器、血管等）を撮像する
ことが可能である。また、超音波内視鏡２は、撮像時に被検体へ照射する照明光を導くラ
イトガイドを有する。このライトガイドは、先端部が超音波内視鏡２の被検体への挿入部
の先端まで達している一方、基端部が照明光を発生する光源装置に接続されている。
【００３３】
　超音波観測装置３は、送受信部３１と、信号処理部３２と、画像処理部３３と、識別部
３４と、穿刺位置検出部３５と、鉗子台動作制御部３６（規制部材制御部）と、入力部３
７と、制御部３８と、記憶部３９と、を備える。
【００３４】
　送受信部３１は、超音波内視鏡２と電気的に接続され、所定の波形および送信タイミン
グに基づいて高電圧パルスからなる送信信号（パルス信号）を超音波振動子２３へ送信す
るとともに、超音波振動子２３から電気的な受信信号であるエコー信号を受信してデジタ
ルの高周波（ＲＦ：Radio　Frequency）信号のデータ（以下、ＲＦデータという）を生成
、出力する。
【００３５】
　送受信部３１が送信するパルス信号の周波数帯域は、超音波振動子２３におけるパルス
信号の超音波パルスへの電気音響変換の線型応答周波数帯域をほぼカバーする広帯域にす
るとよい。
【００３６】
　送受信部３１は、制御部３８が出力する各種制御信号を超音波内視鏡２に対して送信す
るとともに、超音波内視鏡２から識別用のＩＤを含む各種情報を受信して制御部３８へ送
信する機能も有する。
【００３７】
　信号処理部３２は、送受信部３１から受信したＲＦデータをもとにデジタルのＢモード
用受信データを生成する。具体的には、信号処理部３２は、ＲＦデータに対してバンドパ
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スフィルタ、包絡線検波、対数変換など公知の処理を施し、デジタルのＢモード用受信デ
ータを生成する。対数変換では、ＲＦデータを基準電圧Ｖcで除した量の常用対数をとっ
てデシベル値で表現する。信号処理部３２は、生成した１フレーム分のＢモード用受信デ
ータを、画像処理部３３へ出力する。信号処理部３２は、ＣＰＵ（Central　Proccesing
　Unit）や各種演算回路等を用いて実現される。
【００３８】
　画像処理部３３は、送受信部３１から受信したＲＦデータに基づいて画像データを生成
する。画像処理部３３は、Ｂモード用受信データに対して、スキャンコンバーター処理、
ゲイン処理、コントラスト処理等の公知の技術を用いた信号処理を行うとともに、表示装
置４における画像の表示レンジに応じて定まるデータステップ幅に応じたデータの間引き
等を行うことによってＢモード画像データを生成する。スキャンコンバーター処理では、
Ｂモード用受信データのスキャン方向を、超音波のスキャン方向から表示装置４の表示方
向に変換する。Ｂモード画像は、色空間としてＲＧＢ表色系を採用した場合の変数である
Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の値を一致させたグレースケール画像である。
【００３９】
　画像処理部３３は、信号処理部３２からのＢモード用受信データに走査範囲を空間的に
正しく表現できるよう並べ直す座標変換を施した後、Ｂモード用受信データ間の補間処理
を施すことによってＢモード用受信データ間の空隙を埋め、Ｂモード画像データを生成す
る。
【００４０】
　識別部３４は、超音波内視鏡２との接続が検知されると、機種情報記憶部２５を参照し
て機種情報を取得し、接続された超音波内視鏡２の機種を識別する。識別部３４は、識別
結果を制御部３８に出力する。
【００４１】
　穿刺位置検出部３５は、画像処理部３３により生成されたＢモード画像をもとに、穿刺
対象となる関心部位を検出し、検出した関心部位の穿刺位置を検出する。具体的には、穿
刺位置検出部３５は、Ｂモード画像に対して輪郭抽出処理を施して関心部位を検出し、該
検出した関心部位（輪郭）の重心を検出して、重心を穿刺位置とする。なお、穿刺位置は
、重心のほか、中心や、縁端、入力部３７を介して指示された位置を検出して穿刺位置と
してもよい。また、関心部位の検出は、上述した輪郭抽出処理のほか、パターンマッチン
グなどにより関心部位としてもよいし、入力部３７を介して入力された領域を関心部位と
してもよい。
【００４２】
　鉗子台動作制御部３６は、鉗子台２０１ｂの起上角度を算出し、算出した起上角度で鉗
子台２０１ｂが傾斜するように鉗子台動作部２４を制御する。鉗子台動作制御部３６は、
鉗子台２０１ｂの起上角度を算出する角度算出部３６ａを有する。角度算出部３６ａは、
識別部３４により識別された機種のＢモード画像における穿刺針５１の突出位置と、穿刺
位置検出部３５が検出した穿刺位置と、に基づく起上角度を算出する。
【００４３】
　入力部３７は、キーボード、マウス、タッチパネル、トラックボール等のユーザインタ
フェースを用いて実現され、各種情報の入力を受け付ける。各種情報としては、穿刺針５
１による関心部位への穿刺を行うための穿刺モードの設定入力情報などが挙げられる。
【００４４】
　制御部３８は、超音波診断システム１全体を制御する。制御部３８は、演算および制御
機能を有するＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。制御部３８は、記憶部３９が
記憶、格納する情報を記憶部３９から読み出し、超音波観測装置３の作動方法に関連した
各種演算処理を実行することによって超音波観測装置３を統括して制御する。なお、制御
部３８を信号処理部３２と共通のＣＰＵ等を用いて構成することも可能である。
【００４５】
　記憶部３９は、超音波診断システム１を動作させるための各種プログラム、および超音
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波診断システム１の動作に必要な各種パラメータ等を含むデータなどを記憶する。記憶部
３９は、例えば、超音波内視鏡２の機種ごとの鉗子台の起上角度や、Ｂモード画像におけ
る穿刺針５１の突出位置（超音波振動子２３と鉗子台２０１ｂとの間の距離）を記憶して
いる。
【００４６】
　また、記憶部３９は、超音波診断システム１の作動方法を実行するための作動プログラ
ムを含む各種プログラムを記憶する。作動プログラムは、ハードディスク、フラッシュメ
モリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に記録して広く流通させることも可能である。なお、上述した各種プログ
ラムは、通信ネットワークを介してダウンロードすることによって取得することも可能で
ある。ここでいう通信ネットワークは、例えば既存の公衆回線網、ＬＡＮ（Local　Area
　Network）、ＷＡＮ（Wide　Area　Network）などによって実現されるものであり、有線
、無線を問わない。
【００４７】
　以上の構成を有する記憶部３９は、各種プログラム等が予めインストールされたＲＯＭ
（Read　Only　Memory）、および各処理の演算パラメータやデータ等を記憶するＲＡＭ（
Random　Access　Memory）等を用いて実現される。
【００４８】
　図５は、以上の構成を有する超音波観測装置３が行う鉗子台２０１ｂの起上制御処理の
概要を示すフローチャートである。まず、制御部３８は、超音波内視鏡２が接続されたこ
とを示す超音波内視鏡接続検出信号があるか否かを判断する（ステップＳ１０１）。制御
部３８は、例えば、超音波内視鏡２と超音波観測装置３とが電気的に接続されていること
を示す信号の入力があるか否かで判断する。ここで、制御部３８は、超音波内視鏡２が接
続されたことを示す超音波内視鏡接続検出信号がない場合（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、
超音波内視鏡接続検出信号の検出動作を繰り返す。
【００４９】
　制御部３８は、超音波内視鏡２が接続されたことを示す超音波内視鏡接続検出信号があ
る場合（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、ステップＳ１０２に移行する。ステップＳ１０２
では、識別部３４が、接続された超音波内視鏡２の機種情報記憶部２５を参照して機種情
報を取得し、接続された超音波内視鏡２の機種を識別する。識別部３４は、識別結果を制
御部３８に出力する。
【００５０】
　その後、制御部３８は、識別部３４からの識別結果をもとに、記憶部３９を参照して、
接続された超音波内視鏡２の穿刺針５１の突出位置（穿刺針突出位置）を取得する（ステ
ップＳ１０３）。
【００５１】
　続いて、制御部３８は、入力部３７が、穿刺モードに設定する旨の設定入力を受け付け
たか否かを判断する（ステップＳ１０４）。制御部３８は、入力部３７が、穿刺モードに
設定する旨の設定入力を受け付けていない場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、設定入力の
受け付け確認を繰り返す。なお、穿刺モード以外のモード（例えばフローモードなど）の
設定入力がある場合は、該設定入力されたモードの設定処理を行う。また、当該穿刺モー
ドは起上角度の算出処理を行うか否かを判断するものであり、術者が起上角度の算出処理
を行わずに、穿刺を行う場合もある。
【００５２】
　制御部３８は、入力部３７が、穿刺モードに設定する旨の設定入力を受け付けていると
判断した場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、超音波観測装置３の動作モードを穿刺モー
ドに設定し、ステップＳ１０５に移行する。ステップＳ１０５～Ｓ１０８では、穿刺位置
検出部３５が穿刺針５１の穿刺位置を検出し、鉗子台動作制御部３６が鉗子台２０１ｂの
起上角度を算出する。
【００５３】
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　図６は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの角度算出部が行う起上角度
算出処理を説明する模式図である。角度算出部３６ａは、基本位置における鉗子台２０１
ｂの長手軸Ｎ１と対応する第１軸Ｌ３と、起上した際の鉗子台２０１ｂの長手軸Ｎ２とが
なす傾斜角を起上角度として算出する。
【００５４】
　穿刺位置検出部３５は、画像処理部３３により生成されたＢモード画像１００に対して
輪郭抽出処理を施すことにより、穿刺対象となる関心部位Ｓを検出し、検出した関心部位
Ｓ（輪郭）の重心を検出して、該重心を穿刺位置（図６に示す穿刺位置Ｐ）とする（ステ
ップＳ１０５：穿刺位置検出ステップ）。なお、検出した関心領域（穿刺位置）が複数存
在する場合、表示装置４に穿刺位置を表示して、術者に選択させるようにしてもよいし、
穿刺位置検出部３５が予め設定された条件を満たす穿刺位置を選択するものであってもよ
い。
【００５５】
　その後、鉗子台動作制御部３６は、ステップＳ１０３で取得された穿刺針突出位置（図
５に示す穿刺針突出位置Ｑ）と、ステップＳ１０５で検出された穿刺位置Ｐとを結ぶ直線
Ｌ１を生成し、該直線Ｌ１の長さを測定することにより、穿刺位置Ｐと穿刺針突出位置Ｑ
との間の距離を計測する（ステップＳ１０６）。具体的には、角度算出部３６ａが、直線
Ｌ１の長さを計測後、計測長さにＢモード画像の倍率を乗じることにより実際の距離を計
測する。なお、角度算出部３６ａは、直線Ｌ１の長さのみ求めるものであってもよい。以
後の処理のスケールが揃っていれば、実際の距離であっても、直線Ｌ１の長さであっても
よい。
【００５６】
　続いて、角度算出部３６ａは、穿刺位置Ｐと穿刺針突出位置Ｑとの位置関係をもとに、
穿刺位置Ｐと穿刺針突出位置Ｑとの間のビーム方向の距離を計測する（ステップＳ１０７
）。具体的には、角度算出部３６ａは、直線Ｌ１のビーム方向の成分である直線Ｌ２を抽
出する。直線Ｌ２を抽出後、計測長さにＢモード画像の倍率を乗じることにより実際の距
離を計測する。なお、ここでいう「ビーム方向」とは、超音波の送信方向であって、先端
部２０１の長手方向（挿入部２０の挿入軸）と直交する方向のことをいう。本実施の形態
では、ビーム方向が、鉗子台２０１ｂの基本位置における長手軸Ｎ１方向と直交するもの
として説明する。
【００５７】
　角度算出部３６ａは、直線Ｌ１，Ｌ２に応じた各距離を計測後、直線Ｌ１，Ｌ２のなす
角度θ０を下式（１）により算出し、基本位置における鉗子台２０１ｂの長手軸Ｎ１に応
じた直線Ｌ３と、穿刺位置Ｐと穿刺針突出位置Ｑとを結ぶ直線Ｌ１であって、穿刺方向を
示す直線Ｌ１とがなす傾斜角θ１を下式（２）により算出して、傾斜角θ１を鉗子台２０
１ｂの起上角度とする（ステップＳ１０８）。
　　θ０＝arccos（Ｌ２／Ｌ１）　　　・・・（１）
　　θ１＝９０°－θ０　　　・・・（２）
【００５８】
　鉗子台動作制御部３６は、起上角度を算出後、該起上角度を含む制御情報を鉗子台動作
部２４に出力することにより、鉗子台２０１ｂの起上制御を行う（ステップＳ１０９：規
制部材制御ステップ）。
【００５９】
　上述した起上角度算出処理により求められた起上角度となるように鉗子台２０１ｂを起
上させることにより、穿刺針５１の突出方向が決まり、該突出方向において関心部位Ｓの
穿刺位置Ｐが存在することとなるため、術者は、穿刺針５１を突出させるのみで関心部位
の穿刺位置に穿刺針５１を穿刺することができる。
【００６０】
　また、制御部３８の制御のもと、ステップＳ１０６で算出された穿刺位置Ｐと穿刺針突
出位置Ｑとの間の距離を、表示装置４に表示させるようにしてもよい。穿刺位置Ｐと穿刺
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針突出位置Ｑとの間の距離を表示させることで、術者は、穿刺針５１の最適な突出量（突
出長さ）を確認することができるため、より適した穿刺量で関心部位を穿刺することが可
能となる。
【００６１】
　ここで、鉗子台２０１ｂの起上動作を行う鉗子台動作部２４について図面を参照して説
明する。図７～９は、本発明の一実施の形態に係る超音波診断システムの超音波内視鏡が
備える鉗子台の駆動系の一例を示す模式図である。鉗子台動作部２４は、例えば、図７に
示すように、操作部２１に設けられたモータ２６と、モータ２６と鉗子台２０１ｂとを接
続するワイヤ２６１と、からなる。モータ２６は、鉗子台動作制御部３６から取得した起
上角度に基づいて、ワイヤ２６１を引くことにより、鉗子台２０１ｂを起上させる。
【００６２】
　また、鉗子台動作部２４は、例えば、図８に示すように、先端部２０１に設けられたモ
ータ２７と、モータ２７と鉗子台２０１ｂとを接続するワイヤ２７１と、からなるもので
あってもよい。モータ２７は、鉗子台動作制御部３６から取得した起上角度に基づいて、
ワイヤ２７１を引くことにより、鉗子台２０１ｂを起上させる。本構成では、先端部２０
１にモータ２７が設けられているため、ワイヤ２７１を短くすることができ、ワイヤ２６
１を用いる場合と比して起上精度を向上させることができる。
【００６３】
　また、鉗子台動作部２４は、例えば、図９に示す駆動系２１４のように、操作部２１に
設けられた鉗子操作軸２１４ａと、鉗子操作軸２１４ａの一端に設けられる把持部２１４
ｂと、鉗子操作軸２１４ａの他端と鉗子台２０１ｂとを接続するワイヤ２１４ｃと、から
なるものであってもよい。把持部２１４ｂを操作して鉗子操作軸２１４ａを回転させるこ
とにより、ワイヤ２１４ｃを引いて鉗子台２０１ｂを起上させる。この場合は、操作部２
１の側面などに、鉗子操作軸２１４ａの傾斜角度と、鉗子台２０１ｂの起上角度とを示す
案内部が設けられることが好ましい。術者は、表示装置４に表示された起上角度を確認後
、案内部を見ながら鉗子操作軸２１４ａを傾斜させることで、鉗子台２０１ｂを所望の起
上角度とすることができる。
【００６４】
　以上説明した本発明の一実施の形態によれば、穿刺位置検出部３５が、Ｂモード画像を
もとに関心部位の穿刺位置を検出し、鉗子台動作制御部３６が、穿刺位置と穿刺針５１の
突出位置とをもとに鉗子台２０１ｂの起上角度を算出し、算出した起上角度で鉗子台２０
１ｂが傾斜するように鉗子台動作部２４を制御するようにしたので、穿刺針による関心部
位への穿刺を容易に行うことができる。
【００６５】
　なお、上述した実施の形態では、検出された穿刺位置や、予め設定されている穿刺針５
１の突出位置をもとに算出された起上角度となるように鉗子台２０１ｂを起上させ、術者
が穿刺針５１を挿通して突出させるものとして説明したが、穿刺位置や、突出位置を表示
装置４に表示して、術者に各位置の微調整が必要であるか否かの確認を促すようにしても
よい。また、関心部位や穿刺位置、穿刺針突出位置は、術者がトラックボールなどにより
入力部３７を介して指示入力した位置としてもよい。
【００６６】
　また、上述した実施の形態では、予め設定されている穿刺針５１の突出位置を用いるも
のとして説明したが、穿刺針５１の先端を含むＢモード画像を取得して、角度算出部３６
ａが、画像処理により穿刺針５１の先端や穿刺針５１の長手軸を検出し、検出結果に基づ
いて突出位置を決定するようにしてもよい。
【００６７】
　また、上述した実施の形態において、穿刺針５１の太さをパラメータとして有し、該パ
ラメータに基づいて、穿刺針突出位置を補正するようにしてもよい。穿刺針５１の太さに
より、鉗子台２０１ｂからの突出位置がずれることがあり、上述した補正を行うことで、
一層正確な起上角度を算出することができる。
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【００６８】
　ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態によってのみ限定されるべきものではない。例えば、観測対象が生体組織であることを
例に説明したが、材料の特性を観測する工業用の超音波内視鏡であっても適用できる。本
発明にかかる超音波内視鏡は、体内、体外を問わず適用可能である。
【００６９】
　このように、本発明は、特許請求の範囲に記載した技術的思想を逸脱しない範囲内にお
いて、様々な実施の形態を含みうるものである。
【符号の説明】
【００７０】
　１　超音波診断システム
　２　超音波内視鏡
　３　超音波観測装置
　４　表示装置
　５　処置具
　２０　挿入部
　２１　操作部
　２２　ユニバーサルコード
　２３　超音波振動子
　２４　鉗子台動作部（動作部）
　２５　機種情報記憶部
　３１　送受信部
　３２　信号処理部
　３３　画像処理部
　３４　識別部
　３５　穿刺位置検出部
　３６　鉗子台動作制御部（規制部材制御部）
　３６ａ　角度算出部
　３７　入力部
　３８　制御部
　３９　記憶部
　５１　穿刺針
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